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保 護 者 の 皆 様 へ 
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大阪市立平野南小学校 

校 長 宮 川 敏 昭 

 

今後の学校園における対応について 

保護者の皆様におかれましては、平素より本市の教育活動にご理解ご協力をいただきありがとうござい

ます。さて、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が続き、今般、大阪府より政府に対し「緊急事態宣言」

を行うよう要請され、政府が大阪を対象に「緊急事態宣言」を発出する見込みとなっており、みなさまに更

なる感染拡大防止の取組をお願いするところです。つきましては、本市としましても、徹底した感染症防止

対策を講じるとともに、児童の健やかな学びの保障や心身への影響の観点等を踏まえ、次のとおり教育活動

を行ってまいりたいと考えていますので、ご理解・ご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

また、学校園以外での日常生活についても各自が感染防御対策を取り、家庭内感染を防ぐなど今後の更なる感

染拡大を少しでも予防し、子どもたちの学びの活動を止めないためにも、引き続き保護者の皆様とお子様の

感染予防について令和 3 年 4 月 7 日付け「新型コロナウイルス感染症の予防について（お願い）」に基づき、

ご対応いただきますようよろしくお願いいたします。なお、新型コロナウイルスに係る対応については、今

後変更が生じる場合がありますので、ご承知おきください。 

記 

○緊急事態宣言の期間中における児童の学習活動について  

・１、２時限目の時間は、家庭にて、ＩＣＴを活用した学習やプリント学習を行います。 

・家庭における学習終了後、10時15分～10時30分までに登校し、3 時限目開始までに 

健康状態の確認を行います。 ※集団登下校ではありません。 

・３、４時限目の時間は、学校にて、家庭で学習した内容を深める指導などを行います。 

・４時限目終了後は、給食・学活をおこない、14時に下校します。 

・５、６時限目の時間は、家庭にて、ＩＣＴを活用した学習やプリント学習を行います。 

※当面、家庭学習については、プリント学習等を中心に行います。また、校内準備（貸出依頼書）等 

が整い次第、家庭での ICT(タブレット学習)も実施していく予定です。（1 年は除く） 

※ご家庭におけるインターネットへの接続等について、ご協力をお願いいたします。なお、家庭 

学習については、ご家庭の端末を活用していただいても構いません。 

※ご家庭で児童（低学年）の監護ができない場合や児童に留守番させることが困難な場合等は、学校に

ご相談ください。 

※児童いきいき放課後事業への参加は、14 時 30 分からです。下校時間からいきいき活動まで、学校

で待機します。                                      【裏面：当面の校時表A】     



時間帯 時　　程 内　容

１限 家庭学習① 学習プリント①

２限
登校　（10：15～10：30）

※集団登校ではありません。
健康観察等

心の天気（タブレット入力）

３限

４限

　○お問合せ先：大阪市教育委員会06-6208-９１９３　または、学校までお願いします。　　

家庭学習② 学習プリント②

当面の校時表（A）

学　　習
・授業など
・自宅学習プリント
（復習や答え合わせ）

昼
休
み

給食/学活　 （12：25～14:00）

下校（14：00）
※集団下校ではありません

　いきいき活動14：30～
※いきいき活動参加児童は14：30まで学校（学級）で待機します。

5
.
6
限

※タブレットの活用などで、変更する場合もあります。

 

 

 

 

 

 

 


